
瀧本議員（民主県政会） 

 

平成 27 年９月 28 日 

知 事 答 弁 実 録 

（ 教 育 委 員 会 ） 

 

（問）スポーツ施設の設置における県の役割について 

新たにスポーツ施設をつくるときには，既存の施設や類似施設の利活用の

可能性や，機能分担などについて，広域的・長期的な視点も含めて検討した

上で，適正に配置していくべきであると考える。 

そのためには，県が強力なイニシアチブを発揮して，他の自治体や民間団

体等と調整しながら進めていく必要があると思うが，県の果たすべき役割に

ついて，知事の所見を伺う。 

 

（答） 

スポーツ施設の整備に当たりましては，施設が将来にわたって活用される

よう，整備の主体となる団体が，必要性を十分に検討する必要があると考え

ているところでございます。 

検討に当たりましては，利用者の将来的なニーズや既存施設との役割分担

の可能性などについて，住民や主要な利用者である競技団体などとしっかり

と議論する必要があると考えております。 

その上で，整備の主体となる団体において，施設の設置目的や地域の実情

を踏まえ，主体的に判断されるべきものと考えております。 

県といたしましては，基本的には，その判断を尊重すべきものと考えてお

りますが，各団体が検討を行う過程で，全県的な視野に立って，適切に助言

を行ってまいりたいと考えております。 


